
3-2 下水道施設の地震対策の推進

～ 下水道施設の「防災」対策・「減災」対策を支援 ～

１．背景 

下水道は住民生活を支える重要なライフラインであり、一旦供給を開始すると機能を停止

することはできません。そのため、仮に大規模な地震が発生した場合でも、それに耐えう

る施設とすることが望まれます。 

そのため、平成２１年度に「下水道総合地震対策事業」が創設され、重要な下水道施設の

耐震化を図る「防災」、被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合わせた総合的

な地震対策を推進することとされています。 

２．「下水道総合地震対策事業」の制度概要 

 ＤＩＤ地域を有する都市など地震対策に取り組む必要性が高い地域において、「下水道総

合地震対策計画」を策定し、下水道の地震対策を重点的に推進することとされています。

計画策定期間は平成２５年度より５年間以内で、５年後に事業効果を検証することとされ

ています。 

 ＪＳでは、昨年度に引き続き以下のような支援を実施します。

①的確な耐震診断を実施し、既存施設の耐震性能を把握します。 

②耐震診断結果を踏まえた「下水道総合地震対策計画」策定を行います。 

③下水道システム全体の信頼性向上を図りつつ、「下水道総合地震対策計画」に基づいた施

設の耐震化の実施、及び地震被害の抑制を図るための減災対策の実施を支援します。 

３．支援実績と予定 

 ○これまでの支援実績：約 280 団体（平成 24 年度まで） 

問い合わせ先

事業統括部 計画課       TEL 03-6361-7828 

東日本設計センター計画支援課  TEL 03-3818-1449  

西日本設計センター計画支援課  TEL 06-4977-2511 
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① 流下機能の確保
  ② 最低限の処理機能及び
　　  揚水機能の確保
  ③ トイレの確保

地震発生時に下水道が
有すべき最低限の機能

・処理場・ポンプ場における具体的な防災対策の例を以下に示します。

１． 下水道地震対策の考え方

２． 下水道総合地震対策計画

・ 防災・減災による総合的な地震対策

・ 施設の必要度や緊急度に応じた段階的対策

・ 「下水道総合地震対策計画」は、ＤＩＤ地域を有する都

市など地震対策に取り組む必要性の高い地域におい

て、下水道の地震対策を重点的に推進することを目的

に策定するものです。

・ 計画策定期間は平成 21年度より 5年間以内で、5年
後に事業効果について検証することとされています。

減災対策

地震発生時の 

被害の抑制と暫定的対応

下水道施設

地域防災支援

ｿﾌﾄ対策

防災対策

構造面での耐震化

管路施設

処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場

ﾄｲﾚの使用確保

・最低限の処理機能、揚水機能の確保

３． 地震対策支援に対するＪＳの取組み

最初沈殿池

反応タンク

最終沈殿池

塩素混和池

管理棟

汚泥処理棟

管
廊

有人施設の
耐震補強

池構造物の接続部にお
ける可とう性継手の設置

処理施設間
のバイパス水
路の設置

沈砂池
ポンプ棟

池構造物のエキ
スパンションジョ
イントの耐震化

池構造物の接続部における
可とう性継手の設置

池構造物のエキスパンション
ジョイントの耐震化

土木構造物の
耐震壁やブレースの設置

管理棟等建築物の
耐震壁やブレースの設置

護岸対策や地盤強化対策等
の側方流動対策

処理施設間を結ぶ
バイパス水路の設置

増設施設の先行整備や
予備池等予備施設の設置

施設のブロック化による
機械電気設備の水没防止

主ポンプ設備の耐震化
可とう性継手の設置
構造物との一体化

被害拡大防止のための
緊急停止装置の設置

具体的な防災対策（処理場・ポンプ場）

≪処理場の対策例≫
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